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群馬県認定こども園認定要綱

第１ 趣旨

この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）並びにこれに基づく施行規則（平成１

８年文部科学省・厚生労働省令第３号。以下「省令」という。）、群馬県認定こども園の認

定基準に関する条例（平成１８年群馬県条例第５９号）及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平成１８年群馬県規則第９９号。以

下「規則」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第２ 認定の申請

（１）法第４条に規定する認定の申請は、認定こども園認定申請書（様式第１号）によ

り、認定を受けようとする日の３月前までに行わなければならない。

（２）（１）の申請について知事は、必要に応じ所属職員をして、当該施設につき実地

調査を行い、申請内容の事実確認を行う。

（３）（１）の申請について知事は、当該施設の所在する市町村に対して申請書に記載

されている事項について協議を行う。

（４）当該申請者が市町村である場合には、（３）の協議を要しない。

（５）（１）の申請について、群馬県子ども・子育て支援制度推進委員会認定こども園

部会で審査する。

（６）（１）の申請について適当であると認めるときは、認定を決定し、これを認定こ

ども園認定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。

第３ 認定の更新

（１）法第５条第２項に規定する認定の有効期間の更新の申請は、認定こども園有効期

間更新申請書（様式第３号）により期間の満了する日の３０日前までに行わなけれ

ばならない。

（２）（１）の申請について知事は、当該施設の所在する市町村に対して更新の妥当性

について意見を聴くことができる。

（３）（１）の申請について知事は必要な審査を行い、更新を許可するときは認定こど

も園認定更新許可書（様式第４号）により当該申請者に通知する。

（４）当該申請者が市町村である場合には（２）の意見聴取を要しない。

第４ 変更の届出

（１）法第２９条に規定する変更の届出は、認定こども園変更届（様式第５号）により、

原則として変更しようとする日の３０日前までに行わなければならない。
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（２）第２（３）により当該施設の所在する市町村に意見聴取をした事項の変更届を受

けた知事は、当該市町村に当該事項について意見を聴くことができる。

第５ 軽微な変更の範囲

（１）省令第２８条第１項に規定する保育を必要とする子ども及び必要としない子ども

の受入枠の変更のうち知事が定める数は１０名とする。ただし、幼稚園の収容定員

又は保育所等の入所定員の変更を伴うものは除く。

（２）省令第２８条第２項の規定による教育保育概要のうち知事が定める事項は、施設

の概要とする。

第６ 認定の取消

（１）法第７条に規定する認定の取消を行うときは、知事は当該施設の所在する市町村

に取消の妥当性について意見を聞くことができる。

（２）（１）の取消について、知事は必要な審議を行い、取消を決定した時は認定こど

も園認定取消通知書（様式第６号）により、当該施設の設置者に通知する。

（３）当該施設の設置者が市町村である場合には（１）の意見聴取を要しない。

第７ 報告の徴収等

（１）法第３０条に規定する報告は認定こども園運営状況報告書（様式第７号）により、

必要な書類を添付して、５月末日までに行わなければならない。

（２）（１）の報告は毎年５月１日時点の状況を報告するものとする。

（３）（１）の報告について、知事は必要に応じ所属職員をして実地調査を行い、報告

内容の事実確認を行う。

（４）省令第２９条第２項の規定による認定要件に適合していることを確認するために

必要な事項として知事が定める事項は、以下に掲げる事項とする。

ア 職員配置

イ 職員資格

ウ 施設設備

エ 教育及び保育の内容

オ 職員の資質向上等

カ 子育て支援

キ 管理運営

ク その他知事が必要と認める事項

（５）省令第２９条第３項の規定による教育保育概要を確認するために必要な事項と

して知事が定める事項は、以下に掲げる事項とする。

ア 教育及び保育の目標並びに主な内容
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イ 子育て支援事業

ウ 園児の一日の活動内容

エ 利用料

オ 施設の概要（職員配置、施設設備等の概要、学級数）

第８ 廃止及び休止

（１）規則第５条に規定する廃止及び休止は認定こども園廃止申請書（様式第８号）及

び認定こども園休止申請書（様式第９号）により、廃止又は休止しようとする日の

３０日前までに行わなければならない。

（２）（１）の申請は認定こども園機能のみの廃止及び休止に係るものであり、施設自

体を廃止又は休止する場合は、この申請書の提出は要しない。

（３）（１）の申請について適当であると認め、規則第５条の規定により許可をすると

きは、認定こども園廃止許可書（様式第１０号）及び認定こども園休止許可書（様

式第１１号）により申請者に通知する。

第９ 情報の提供等

（１）法第２８条第１項（認定）、第２９条第２項（変更）及び第７条第２項（取消）

の規定による利用者への周知は県ホームページ等により行うものとする。

（２）（１）の事項について、知事は当該施設の所在する市町村に対して必要な情報を

提供する。

第１０ 提出部数

第２に係る書類の提出部数は４部とし、第３から第８までに係る書類の提出部数は１

部とする。

附則

この要綱は、平成１８年１２月２７日から施行する。

附則

この要綱は、法の施行日から施行する。

ただし、第２及び第１０の規定は、平成２６年１１月２５日から施行する。

附則

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。

附則

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。


